
川崎市の給与・定員管理等について

１ 総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算） 

人件費は職員への給料や諸手当をはじめ、市長や議員など特別職職員への給料、報酬など

の経費です。 

区 分 住民基本台帳

人口 

歳 出 額 

Ａ 

実質収支 人 件 費 

Ｂ 

人件費率

Ｂ/Ａ 

(参考)平成２９年

度の人件費率  

平成３０年度
人

1,500,460 

千円

712,401,058 

千円

629,064 

千円

146,189,128 

％

20.5 

％

21.1 

（注１）住民基本台帳人口は平成３１年１月１日現在の人口です。 

（注２）人件費には事業費支弁に係る職員の人件費も含みます。 

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算） 

給与費は給料、職員手当及び期末手当・勤勉手当などの総額から退職手当を除いたもの

です。 

区 分 

職 員 数

Ａ 

給     与     費  (参考)一人当た

り給与費 

B/A 

(参考) 政令指

定都市平均一人

当たり給与費 

給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計 Ｂ  

平成３０年度
人

15,513  

千円

61,677,092

千円

20,813,937

千円

28,055,735

千円

110,546,764

千円

7,126 

千円

6,995 

（注１）職員手当には退職手当を含みません。  

（注２）職員数は、総務省が実施している「地方公務員給与実態調査」に基づくもので、平成３０年４月１日現在の普通

会計関係職員数です。 

（注３）給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれており、職員数には

当該職員を含んでいません。 

(3) ラスパイレス指数の状況 



（注）ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）

を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を１００として計

算した指数です。 

※ 平成３１年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べ１ポイント以上上昇している場合、②３

年連続で上昇している場合、③100 を超えている場合について、その理由及び改善の見込み 

国と職員構成が異なるため。 

(4) 給与改定の状況

平成３１年１０月７日に川崎市人事委員会が川崎市議会及び川崎市長に対して行った職員の給与に関

する勧告の内容と、勧告後の改定状況は次のとおりです。  

 ①月例給 

区 分 

人事委員会の勧告  

給与改定率 

(参考) 

国の改定率 民間給与 

Ａ 

公務員給与 

Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定率） 

令和元年度 408,787 円 408,410 円 
377 円 

(0.09%) 
0.09% 0.09% 0.09% 

  （注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイレス比較した 

平均給与月額です。 

  ②特別給（期末・勤勉手当） 

区 分 

人事委員会の勧告  

年間支給月数

(参考) 

国の年間 

支給月数 

民間の 

支給割合  Ａ 

公務員の 

支給月数  Ｂ 

較差 

Ａ－Ｂ 

勧告 

（改定月数）

令和元年度 4.51月 4.45月 0.06月 0.05月  4.50月 4.50月 

  （注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支給月数」は 

期末手当及び勤勉手当の年間支給月数です。 

 (5) 給与制度の総合的見直しの実施状況について 

①給料表の見直し 

［ 実施 ］ 

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容） 

【概要】国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の

見直し等に取り組むとされています。 



②地域手当の見直し 

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合） 

③その他の見直し内容 

（給料表の改定実施時期）平成２８年４月１日 

（内容）行政職給料表(1)について、国の見直し内容を踏まえ、最大３．６％程度の引下げ。３級以上の高位号給は、

これに加え、最大２％程度の引下げ。３級以上の高位号給の引下げに該当する職員のうち、新たな給料月額が保障

する額に達しないこととなる職員には、平成３１年３月３１日までの間、経過措置（現給保障）を実施します。 

他の給料表については、行政職給料表(1)との均衡を基本として引き下げます。ただし、医療職給料表(1)は、医

師の処遇確保のため改定を行いません。 

管理職員特別勤務手当及び単身赴任手当について、国と同様に見直しを実施。（平成２８年４月１日実施） 

（支給割合）国基準１６％に対し、川崎市においても１６％を支給。 

（実施時期）平成２８年４月１日から実施。平成２８年４月１日時点は１６％を支給。 

（参考） 

平成 26 年

度の支給

割合 

平成 27 年度の支給割合

平成 28 年

度の支給

割合 

平成 29 年

度の支給

割合 

平成 30 年

度の支給

割合 

令和元年

度の支給

割合 

4 月 1 日時

点

遡及改定

後

国基準によ

る支給割合 
１２％ １３％ １５％ １６％ １６％ １６％ １６％ 

川崎市の支

給割合 
１２％ １２％ ― １６％ １６％ １６％ １６％ 


